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（1）基本設計調査時

氏　名 担　当 所　属

池田 則宏 総括 独立行政法人 国際協力機構

無償資金協力部　業務第四課　課長代理

佐藤 哲也 技術参与 水産庁　資源管理部国際課　海外漁業協力室

芳沢 忍 計画管理 独立行政法人 国際協力機構

無償資金協力部　業務第四課

島田 宗宏 業務主任/

水産物品質管理計画

オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ（株）

岩崎 渉 建築計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ（株）

岸本 博 水産物検査機材計画 （株）ケイディーテック

小林 正明 調達計画/積算 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ（株）

橋爪 雅彦 通訳（仏語） （株）佐々木エージェンシー

（2）基本設計概要説明調査時

氏　名 担　当 所　属

芳沢 忍 総括 独立行政法人 国際協力機構

無償資金協力部　業務第 3グループ

佐藤 哲也 技術参与 水産庁　資源管理部国際課　海外漁業協力室

島田 宗宏 業務主任/

水産物品質管理計画

オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ（株）

岩崎 渉 建築計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ（株）

岸本 博 水産物検査機材計画 （株）ケイディーテック

橋爪 雅彦 通訳（仏語） （株）佐々木エージェンシー
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（1）基本設計調査時

調査内容日

順

月日 曜

日 官団員・コンサルタント

1 2/6 金 成田→パリ

2 2/7 土 パリ→ヌアクショット

3 2/8 日 経済開発省・海洋経済漁業省表敬、インセプションレポート説明・協議、

フランス大使館協議、ヌアディブへ移動

4 2/9 月 IMROPヌアディブ検査所視察・協議、ヌアクショットへ移動

5 2/10 火 ヌアクショット魚市場・IMROP支所視察、実施・運営機関協議

6 2/11 水 実施・運営機関協議、ミニッツ協議、輸出加工場視察

7 2/12 木 ミニッツ署名、輸出加工場視察、世界銀行モーリタニア事務所協議

8 2/13 金 官団員（ダカールへ移動、JICA事務所・日本大使館報告、ダカール発）、

コンサルタント（サイト周辺状況調査）

9 2/14 土 官団員（パリ着、パリ発）、

コンサルタント（①③⑤魚市場運用現況調査、②④サイト周辺自然条件調査）

10 2/15 日 官団員（帰国）、コンサルタント（現地再委託調査開始）

11 2/16 月 輸出加工場アンケート調査、零細漁業連盟聞取り調査、建設物価調査

12 2/17 火 輸出加工場組合聞取り調査、輸出加工場アンケート調査

13 2/18 水 IMROP分室検査実態調査、輸出加工場アンケート調査

14 2/19 木 IMROP関係者協議、輸出加工場アンケート調査

15 2/20 金 ベースライン調査（ORP計測等）

16 2/21 土 ヌアクショット魚市場関係者協議（荷捌区画体制、荷捌選別方法等）

17 2/22 日 ヌアクショット魚市場関係者協議（品質管理体制、衛生管理状況等）

18 2/23 月 ヌアクショット魚市場関係者協議（運営体制、要員体制等）、

④自然条件調査（設備運輸省気象台）

19 2/24 火 ①③⑤ヌアクショット魚市場関係者協議（維持管理費、検査体制等）、

②④国立試験研究所、設備運輸省住宅都市計画局協議

20 2/25 水 ①③⑤海洋経済漁業省中間報告、②④給水状況調査

21 2/26 木 ベースライン補足調査

22 2/27 金 団内会議、ヌアディブへ移動

23 2/28 土 IMROP関係者協議（機材内容等）、保有機材維持管理状況調査

24 2/29 日 IMROP関係者協議（施設内容等）、既存施設利用状況調査

25 3/1 月 IMROP関係者協議（人員体制等）、類似水産施設調査

26 3/2 火 IMROP関係者協議（維持管理体制等）、ヌアクショットへ移動

27 3/3 水 海洋経済漁業省計画内容協議（人員、予算、維持管理費等）

28 3/4 木 海洋経済漁業省中間報告

29 3/5 金 ①③⑤ダカールへ移動、JICA事務所・日本大使館報告

30 3/6 土 ①③⑤水産物流通事情調査、ダカール発

31 3/7 日 ①③⑤パリ着、ランジス国際市場視察、②④建設物価調査

32 3/8 月 ①③⑤パリ発、②④現地再委託調査中間確認、ヌアクショット商港視察

33 3/9 火 ①③⑤帰国、②④建設事情調査、給電事情調査

34 3/10 水 建設物価調査票確認

35 3/11 木 建設事情調査、建設物価調査票回収

36 3/12 金 資料整理

37 3/13 土 現地再委託調査成果品検査

38 3/14 日 建設事情調査、海洋経済漁業省報告
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39 3/15 月 補足調査

40 3/16 火 補足調査、②④ヌアクショット発

41 3/17 水 ②④パリ着、パリ発

42 3/18 木 ②④帰国

コンサルタント：①業務主任、②建築計画、③水産物検査機材計画、④調達計画、⑤通訳

（2）基本設計概要説明調査時

調査内容日

順

月日 曜

日 官団員・コンサルタント

1 5/27 木 成田→パリ

2 5/28 金 パリ→ヌアクショット

3 5/29 土 ヌアクショット魚市場視察、基本設計概要書提出

4 5/30 日 経済開発省・海洋経済漁業省表敬、基本設計概要書説明・協議

5 5/31 月 実施・運営機関協議

6 6/1 火 実施・運営機関協議、EUモーリタニア事務所協議

7 6/2 水 ミニッツ協議、フランス大使館協議

8 6/3 木 ミニッツ署名、ダカールへ移動

9 6/4 金 JICA事務所・日本大使館報告、官団員②・コンサルタント（ダカール発）

10 6/5 土 官団員②（パリ着、パリ発）、コンサルタント（パリ着、機材調達状況調査）、

官団員①（ダカール発）

11 6/6 日 官団員①（パリ着）、官団員①・コンサルタント（パリ発）、官団員②（帰国）

12 6/7 月 官団員①・コンサルタント（帰国）

官団員：①総括、②技術参与
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　1. 経済開発省

　　　Mr. Sidi Mohamed Ould Bakha 財務局長

　　　Mr. Mohamed El Hassen OuldBoukhreiss 財務局次長
　　　Mr. Mohamed Lemine Ould Ahmed 経済協力課長

　2. 海洋経済漁業省

　　　Dr. Ba Mamadou dit M’Bare 　 大臣

　　　Mr. Mohamed Abderrahmane Ould Abdi 次官

　　　Mr. Sidi Mohamed Ould Sidina 産業漁業局長

　　　Dr. Ba Abou Sidi 零細・沿岸漁業局長

　　　Mr. Mohamedine Fall Ould Abdi 水産加工振興局長

　　　Mr. Elemine Sid’Ahmed 零細・沿岸漁業局零細沿岸漁船課長

　　　Mr. Abderrahmane Ould Sidi Aly 日本プロジェクト担当官

　　　Mr. Abderrahmane Ould Baouba ヌアクショット魚市場分室長

　3. IMROP（モーリタニア海洋・水産研究所）

　　　Dr. Mohamed M’Barek Ould Soueilem 所長

　　　Mr. Diop Mika 　 次長

　　　Mr. Mamadou Aliou Dia 科学顧問

　　　Mr. Philippe Tous 技術顧問（仏国専門家）

　　　Dr. Aly Ould Yahya Dartige ヌアディブ検査所・理化学検査課長

　　　Dr. Mohamed Ould Mahjoub ヌアディブ検査所・細菌検査課長

　　　Dr. Moustapha Ould Bowba ヌアディブ検査所・官能検査課長

　　　Dr. Mohamed Vall Ould Cheikh ヌアディブ検査所・検査官

　　　Dr. Niang Amadou ヌアディブ検査所・検査官

　　　Mr. Sid’Ahmed Ould Lahouel ヌアディブ検査所・監督官

　　　Mr. Mohamed Ould Mohamed Vall ヌアクショット支所・所長

　　　Dr. Mohamed Ould Ely Ould Barham ヌアクショット支所・次長

　　　Mr. Dakhite ヌアクショット魚市場分室長

　4. ヌアクショット魚市場公社

　　　Mr. Mamadou B. Ly 取締役会長

　　　Mr. Saleck Ould Brahim 魚市場長

　5. 設備運輸省

　　　Mr. Slohamed Ould Seyidi 住宅都市計画局長

　　　Mr. Sidi Mohamed Mchd Saum 住宅都市計画局建築課長

　　　Mr. Ould Tidi Lemine Mahfad 気象台・気象課長

　6. 国立衛生センター

　　　Dr. La Baidy Boubou 所長
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　7. 輸出加工場

　　　Mr. Dimas Guilhoto Dos Santos Afri Fish 社・社長

　　　Mr. Sidi Abdalla Atlantic Fishing 社・工場長

　　　Mr. Abdel Kader Ould Saleh Mauriex 社・社長

　　　Mr. Ahmed Ould Abdellah MICPM社・工場長

　　　Mr. Mohamed Abdallahi Ould Yaha MIP 社・社長

　　　Mr. Hademine Socopeche 社・社長

　8. 世界銀行モーリタニア事務所

　　　Ms. Hawa Cissé Wagué 経済担当官

　　　Mr. Brahim Ould Abdelwedoud 都市計画担当技官

　9. フランス大使館

　　　Mr. Ridha Hamrouni 部長補佐

　　　Mr. Jean-Marc Pradelle 顧問補佐

　　　

　10. EU事務所

　　　Mr. Mario Carvajal 水産行政担当官

　11. 在セネガル日本国大使館

　　　中島　明 特命全権大使

　　　川口　哲郎　 参事官

　　　反町　俊也　 二等書記官

　　　白石　蔵人　 二等書記官

　　　中山　邦夫　 二等書記官

　12. 在セネガル JICA事務所

　　　小西　淳文　 所長

　　　加藤　隆一 次長

　　　山形　律子 所員
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ゼ

モーリタニア・イスラム共和国

ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画 基本設計調査

協議議事録

　モーリタニア・イスラム共和国政府の要請に基づき、日本国政府は「ヌアクショッ

ト水産物衛生管理施設整備計画」（以下「計画」と称す）に係る基本設計調査の実施を

決定し、その調査を独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と称す）に委託した。

　JICA は、モーリタニア・イスラム共和国（以下「モ」国と称す）へ JICA 無償資金

協力部業務第四課池田則宏課長代理を団長とする基本設計調査団（以下、「調査団」と

称す）を、2004 年 2月６日から 3月 18 日にかけて派遣した。

同調査団は「モ」国政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施し

た。

　協議および現地調査の結果、日「モ」双方は付属書に示す基本項目について確認し

た。コンサルタント団員は引き続き「モ」国に滞在し、3月 18 日まで調査を行う。

ヌアクショット市

2004 年 2月 12 日

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

池田　則宏 ｽｨﾃﾞｨ･ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｳﾙﾄﾞ･ｽｨﾃﾞｨﾅ

団長　　　　　　　　　　　　　 漁業局長

独立行政法人国際協力機構 海洋経済漁業省漁業局

基本設計調査団
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付属書

　双方は、本計画が以下の基本方針に基づき検討されることについて確認した。

1. 　本計画の目的

本計画は、モーリタニアにおける輸出用水産物衛生分野における現行規則に準拠し

た、ヌアクショット市における検査所の建設及び既存魚市場の改修もしくはその代替

策と両機関に必要な設備と資機材の調達を目的とする。

2.　計画サイト

2-1.　計画サイトは添付資料 1（和文では省略）に示されるサイトである。このサイ

トについて「モ」政府は計画の実施に必要な用地を提供することを確約した。

2-2.　海洋経済漁業省（以下「MPEM」と称す）は用地の使用に関わる環境影響評価

及び関連省庁の認可を基本設計概要説明調査時までに取得することを確約した。

3.　責任及び実施機関

3-1.　責任機関はMPEMとする。

3-2.　実施機関は MPEM とする。その組織図は添付資料 2（和文では省略）に示され

るとおりである。

4.　「モ」国側要請内容

　本調査団との協議を通じ、添付資料 3 に示された内容が「モ」国政府から要請され

た。JICA は今後、要請内容の妥当性を検討し、妥当性が確認された場合には日本国政

府の承認を得るための勧告を行う。

5.　日本の無償資金協力システム

　調査団は「モ」国政府に対し、日本の無償資金協力システムについて説明し、「モ」

国側は添付資料 4（和文では省略）に記載した日本政府及び「モ」国政府の負担事項

を理解した。

6.　調査スケジュール

6-1.　コンサルタント団員は、2004 年 3月 18 日まで調査を続行する。

6-2.　JICA は基本設計概要書をフランス語で作成し、その内容説明のため、調査団を

5月下旬頃に派遣する。

6-3.　基本設計概要書が「モ」国政府に確認された後、JICA は最終報告書を作成し、

2004 年 8月頃「モ」国政府に送付する。

7. 　計画施設・機材の運営

7-1. 　本計画施設・機材は「モ」国政府が所有し、電気・水道代金の負担を含むそれ

らの適正な運営維持管理について「モ」国政府が全責任を持つことが確認され

た。

7-2. 　「モ」国政府は、本計画施設・機材の持続的・効果的な利用を保証すること、

技術的・行政的・財政的に適切な運営システムを整備することを確約した。

7-3.　「モ」国政府は、本計画施設・機材の運用状況について年 1 回日本国政府に報

告することを確約した。
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添付資料 3

要請コンポーネント

1. 施設

　(1)　化学検査部門、微生物検査部門、官能検査部門、管理区画から成り立つ検査所

　(2)　ヌアクショット魚市場の改修あるいは代替策

2. 機材

　(1)　化学検査、微生物検査、官能検査に必要となる検査関連機材

　(2)　情報処理機材及び教育用機材
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ゼ

モーリタニア・イスラム共和国

ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画 基本設計概要説明調査

協議議事録

独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と称す）は、2004 年 2 月にヌアクショ

ット水産物衛生管理施設整備計画に係る基本設計調査団をモーリタニア・イスラム共

和国（以下「モ」国と称す）に派遣した。「モ」国内における一連の協議及び日本国内

における技術的な検討結果として、JICAはプロジェクトの基本設計概要を用意した。

　「モ」国側に基本設計概要の内容を説明するために、2004 年 5 月 28 日~6 月 3 日

にかけて、JICA は同国へ JICA 無償資金協力部業務第 3 グループﾟ芳沢忍を団長とす

る基本設計概要説明調査団を派遣した。

　協議の結果として、双方は付属書に記載のとおりの事項につき確認した。

ヌアクショット市

2004 年 6月 3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

芳沢　忍 Dr.BA Abou Sidi

団長　　　　　　　　　　　　　 局長

独立行政法人国際協力機構 海洋経済漁業省零細沿岸漁業局

基本設計概要説明調査団

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　

M.Sidi Mohamed Ould BAKHA

局長

経済開発省財務局
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付属書

1. 基本設計概要の内容

　「モ」国政府は、調査団によって示された基本設計概要の内容を了解した。

2. 日本国政府の無償資金協力の制度

「モ」国政府は、基本設計調査時の 2004 年 2 月 12 日における協議議事録の付属資料

４に記されている、日本の無償資金協力制度について理解し、「モ」政府の負担事項につ

いて、遅滞なく実施することを確約した。

3. 調査日程

　JICAは、確認事項に従い基本設計調査報告書を作成し、遅くとも 2004年 9月頃に「モ」

国政府に提出する。

4. 特記事項

4-1. 双方は、運営・維持管理に関し、以下の点を確認した。

(1) 本計画により改修される魚市場は、別添 1（和文では省略）に示された組織図の海洋

経済漁業省（以下「MPEM」と称す）及びモーリタニア海洋・水産研究所（以下「IMROP」

と称す）の協力により、ヌアクショット魚市場公社が運営・維持管理を行うことを確認し

た。

(2) 「モ」国政府は本計画実施後の魚市場の運営管理体制を別添 2（和文では省略）のと

おり行うことを約した。

(3) 本計画により建設されるヌアクショット検査所は、IMROP が別添 3（和文では省略）

の運営体制により、運営・維持管理を行うことを確認した。

(4) ｢モ｣国政府は、IMROP のために、ヌアクショット検査所の運営に必要な予算を設定

することを約した。

4-2. 「モ」国政府は、市場の改修工事期間中の市場等における諸活動（漁獲物の荷捌き、

市場の管理業務等）を維持するに適切な場所を工事開始までに確保することを約した。

4-3．「モ」国政府は、本計画を実施するに当たり必要となる許可を工事開始までに取得

することを約した。

4-4．双方は、本計画施設の建設に際して、環境影響評価が必要な場合は、「モ」国政府

が工事に支障の無い時期までに実施することを確認した。

4-5．｢モ｣国政府は、別添 4 の(1)、(2)に示される項目をモーリタニア側の負担経費で建

築及び調達を実施することを約し、また、別添 4 の(3)に示される項目をモーリタニア側

の責任の下で建築及び調達を実施することを約した。

4-6. 「モ」国政府は、本計画施設・機材の運用状況について、施設・機材の引渡しが完

了してから、毎年１回、在セネガル日本国大使館に年次報告書を提出することを確約した。
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また、さらに、日本側から提出の要望があった場合にも報告することを確約した。

4-7．「モ」国政府は、魚市場全体の衛生環境の向上のために必要となる措置を E/N 締結

直後に在セネガル日本国大使館に提出することを約した。

4-8.「モ」国政府は、予想される利用料等を含む本計画の内容について E/N 締結後に仲

買人等の利用者に説明することを約した。

別添 4

(1)ヌアクショット検査所に関して

・電気、上水道の一次引込み工事　　 E/N締結後 6ヶ月以内　

・電話線引込み工事　 E/N締結後 16ヶ月以内　

・外柵、守衛所、門扉の建設　　　　 E/N締結後 17ヶ月以内　

・盛土土木工事 E/N締結後 14ヶ月以内 　

・事務機器、事務所家具類の調達　　 E/N締結後 18ヶ月以内　

・ラボ用消耗品(運営初年度分)　　　 E/N締結後 12ヶ月以内

・分析機器に関する技術要員の養成（専門家指導と海外研修）E/N締結後 18ヶ月以内

(2)ヌアクショット魚市場に関して（A）

・防御塀、守衛所、門扉の建設　　 E/N締結後 17ヶ月以内　

・事務所用機器、家具類の調達　 E/N締結後 18ヶ月以内 　

・ごみ捨て用車輌の調達　　　　　 E/N締結後 18ヶ月以内

(3)ヌアクショット魚市場に関して（B）

・ニベ類仮置場の整備 　　　　　　　　　　　　　　　　

・魚類解体場の整備
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スゝ さ

基本設計概要表

1.　案件名

モーリタニア・イスラム共和国　ヌアクショット水産物衛生管理施設整備計画

2.　要請の背景（協力の必要性・位置付け）

　モーリタニア国では、水産物は欧米諸国、日本等へ広く輸出され、貴重な外貨獲得源とな

っており、同国の輸出総額の約 4 割を占めている。一方、1998 年に策定された公共投資計

画（国家開発計画に該当）では年平均 GDP 成長率 5.5％の達成が目標とされており、輸出

による外貨獲得に大きく貢献している水産業は、雇用機会の創出という側面と相まって、国

家開発への貢献に期待が寄せられている。このため、海洋経済漁業省は、欧米向けの水産物

輸出に必要な衛生管理体制の確立を主要な最優先課題として掲げ、①EU 関連基準を勘案し

たモーリタニア輸出水産物衛生基準を策定すること（1996 年）、②輸出水産物衛生検査機

関である CNROP（国立海洋・水産研究センター）を IMROP（モーリタニア海洋・水産研

究所：海洋経済漁業省の傘下組織）として組織的に格上げすること等の施策を講じてきた。

　上記の施策の関連で、IMROP は、1996 年に水産物輸出の盛んなヌアディブ（年間約 3

万トンの水産物輸出）において、ヌアディブ検査所の拡充整備を行った。一方、ヌアクショ

ットでは、欧州等への水産物輸出量が年間 5,700 トンの水準（2003 年）に達しているもの

の、検査所の整備が実施できず、水産物輸出の増大に対応する衛生検査を適切に実施するこ

とが困難な状況が続いている。また、ヌアクショットから欧州等へ輸出される水産物の約 4

割は、我が国の無償資金協力により 1996年 6 月に開設されたヌアクショット魚市場を経て、

出荷されている。同魚市場の建設は 1995 年から 1996 年初頭にかけて実施されたが、その

際にはモーリタニア輸出水産物衛生基準を勘案する必要はなく一般的な魚市場施設として建

設された。また、同魚市場の開設後は、無償資金協力施設が活用されヌアクショットでの水

産物の水揚げは増大し、魚市場建設前の年間約 8,000 トンから近年では年間約 3 万トンを

超えるに至っており、魚市場を経由して輸出される水産物は年間約 3,000 トンとなってい

る。このため、現状では、モーリタニア輸出水産物衛生基準を勘案したヌアクショット魚市

場施設の改修を行う必要が生じてきている。

　上記の背景により、欧米向けの水産物輸出が増大しつつあるヌアクショットにおいて、

ヌアクショット魚市場の水産物輸出関連施設の改修整備・水産物荷捌機材の整備、及び、

ヌアクショット検査所の新規建設・検査機材の整備を行う必要性が生じている。
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3.　プロジェクト全体計画概要（下線部は当該無償資金協力が直接関係する項目を示す）

(1)プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模）

　①ヌアクショットからの水産物輸出に必要な衛生検査が実施可能となる。

　②ヌアクショット魚市場を経由して輸出される水産物を、モーリタニア輸出水産物衛生基

準に準じて荷捌き可能となる。

　　（裨益対象の範囲及び規模について）

　①輸出水産物を水揚する零細漁民約 2,400 人

　②輸出加工場従業員約 1,400 人

　③仲買人等流通関係者約 100 人

(2)プロジェクト全体計画の成果

　①ヌアクショット魚市場の水産物輸出関連施設が改修整備される。

　②ヌアクショット検査所施設が整備される。

　③ヌアクショット検査所の検査機材が整備される。

　④ヌアクショット魚市場において、モーリタニア輸出水産物衛生基準に準じた運営体制が

整備される。

　⑤ヌアクショットにおいて、モーリタニア輸出水産物衛生基準に準じた衛生検査体制

が整備される。

(3)プロジェクト全体計画の主要活動

　①ヌアクショット魚市場の水産物輸出関連施設を改修する。

　②ヌアクショット検査所施設を建設する。

　③ヌアクショット検査所の検査機材を調達する。

　④ヌアクショット魚市場及びヌアクショット検査所運営のための人員を配置する。

　⑤ヌアクショット魚市場で水産物輸出に適した水産物荷捌きが実行される。

　⑥アクショットからの水産物輸出に必要な衛生検査が実行される。

(4)投入（インプット）

　①日本側：無償資金協力 10.18 億円

　②相手国側： 1)必要な人員：ヌアクショット魚市場運営要員 35名

　　　　 ：ヌアクショット検査所運営要員 30名

2)建設資機材

3)施設・機材の運営・維持管理に係る経費

　(5)実施体制

　①主管官庁：海洋経済漁業省

　②実施機関： 1)ヌアクショット魚市場：魚市場公社

2)ヌアクショット検査所：IMROP
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4.　無償資金協力案件の内容

(1)サイト

　モーリタニア・イスラム共和国ヌアクショット市

(2)概要

　①ヌアクショット魚市場の水産物輸出関連施設（魚市場棟、浮魚仮置場）の改修。

　②ヌアクショット検査所の建設。

　③検査機材・水産物荷捌機材の調達。

(3)相手国側負担事項

　①ヌアクショット検査所の建設用地の確保。

　②電力・上水道・電話線の一次側引き込み工事。

(4)概算事業費

　　概算事業費 11.04 億円（無償資金協力 10.18 億円、モーリタニア国側負担 0.86億円）

(5)工期

　詳細設計・入札期間を含め約 17ヶ月（予定）。

(6)貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮

　特になし。

5.　外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの）

①外貨交換率の大幅な変動等により、欧米への水産物輸出競合国（セネガル、モロッコ等）

との輸出競争条件が悪化しない。

②突発事態による海上汚染等により輸出用水産物の漁獲量が急減しない。

③天候等の影響により輸出用水産物の水揚量が急減しない。
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6. 過去の類似案件からの教訓の活用

①ヌアクショット魚市場の改修工事中における魚市場管理業務及び水産物荷捌活動の円滑な

継続を担保する代替場所を、相手国側に確保させること。

②ヌアクショット魚市場の改修工事の実施により影響を受ける可能性のある魚市場利用者に

対して、相手国側に事前内容説明を行わせる。

③ヌアクショト魚市場の水産物輸出関連以外の施設における、衛生管理の促進を、相手国側

に勧告する。

7.　プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案

(1)プロジェクト全体計画の目標達成を示す計画指標

①ヌアクショット魚市場においてモーリタニア輸出水産物衛生基準に適して出荷される輸出

用水産物の量。

現状 2007年

0トン 年間約 3,000 トン

②ヌアクショットから輸出される水産物に対して、モーリタニア輸出水産物衛生基準に

従って必要とされる衛生検査の実施数。

現状 2007 年

年間約 250 検査 年間約 4,000 検査

(2) その他の成果指標

　特になし。

(3)評価のタイミング

2008年以降（施設完工後 2年経過後）
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1) RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2003 ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2004,

24 NOVEMBRE 2003,

MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

2) STRATEGIE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES PECHES

ET DE L’ECONOMIE MARITIME,
18 JUIN 1998,

MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

3) ACTUALISATION DES COMPTES ECONOMIQUES DU SECTEUR DE LA PECHE POUR

L’ANNEE 1996; EVOLUTION 1986-1996; DONNEES DE BASE POUR L’ANNEE 1997,

JUIN 1998,
MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

4) LE MARCHE AU POISSON A NOUAKCHOTT

SITUATION ET PERSPECTIVES,

FEVRIER 2001,

MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME

5) RAPPORT SUR L’ETAT DU MARCHE AUX POISSONS DE NOUAKCHOTT,

JUIN 1999,

CNROP : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES OCEANOGRAPHIQUES ET DES PECHES

6) SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN DE NOUAKCHOTT
HORIZONS 2010 – 2020,

MAI 2003,

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

7) DECRET N°2002-073/ PORTANT REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI

N°2000-025 DU 24 JANVIER 2000 PORTANT CODE DES PECHES,
1 OCTOBRE 2002,

PREMIER MINISTERE

8) LOI N°2000-025/ PORTANT CODE DES PECHES,

24 JANVIER 2000,

PREMIER MINISTERE
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9) DECRET N°0067-98/ FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES PECHES ET DE

L’ECONOMIE MARITIME ET L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION CENTRAL DE

SON DEPARTEMENT,
1998,

PREMIER MINISTERE

10) PROJET DE LOI DE FINANCES INITIALE BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNÉE 2004,

MINISTRE DES FINANCES

11) CAHIER DES CLAUSES FISCALES; MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR,

DECEMBRE 1997,

MINISTRE DES FINANCES
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